
『業務改善助成金』は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金（事業場内
最低賃金）」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、
設備投資（機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練）
などを行った場合に、その費用の一部を助成します。

※申請期限：令和２年３月３１日

助成金の
概要

コースの内容

コース区分 引き上げる
労働者数

助成
上限額

助成対象事業場
（すべての要件を満たすもの） 助成率

２５円コース

１人 ２５ 万円

・事業場内最低賃金
8５0円未満

・事業場内最低賃金と
地域別最低賃金の
差額が30円以内

・事業場規模
100人以下

４／５
生産性要件を
満たした場合は
９／１０

２～３人 ４０ 万円

４～６人 ６０ 万円

７人以上 ８０ 万円

６０円コース

１人 ６０ 万円

２～３人 ９０ 万円

４～６人 １５０ 万円

７人以上 ２３０ 万円

９０円コース

１人 ９０ 万円

２～３人 １５０ 万円

４～６人 ２７０ 万円

７人以上 ４５０ 万円

（※1）

（※１）ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者１人当たりの付加価値を指します。
助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その３年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率
が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

（※２）対象は、地域別最低賃金850円未満の地域のうち事業場内最低賃金が850円未満の事業場です。
青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、奈良、和歌山、鳥取、
島根、岡山、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の32県。

「業務改善助成金」のご案内
～一部コースの申請受付を延長しました～

（※2）

（※３）30円コースは、令和２年１月31日で受付終了しております。

○活用事例はHPをご覧ください！ 生産性向上の事例集 厚生労働省 検索



厚生労働省

ご留意頂きたい事項

◆ 助成金の申請窓口は、都道府県労働局です。事業場がある地域の労働局にお問い合わせください。
【担当部署】各労働局雇用環境・均等部（室）

申請先

◆ 全国47都道府県にある「働き方改革推進支援センター」に、お気軽にお問い合わせください。
◆ 「働き方改革推進支援センター」の所在地及び電話番号は、インターネットでご確認ください。

お問い合わせ先

（R２.２.３）

交付申請書・事業実施計画などを、
最寄りの都道府県労働局に提出

審
査

交付決定後、
提出した計画に
沿って事業実施

労働局に
事業実施結果

を報告
支給

助成金支給までの流れ

審
査

◆ 申請受付期限を令和２年３月31日まで延長しますが、２月以降の申請に係る交付決定等は令和２年４月
１日以降となり、事業完了の期限は令和３年３月31日となりますので、交付申請書・事業実施計画などの作
成にあたっては、ご留意ください。
◆ 過年度に業務改善助成金を活用した事業場も、助成対象となります。
◆ 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

コース区分 引き上げる
労働者数

助成
上限額 助成対象事業場 助成率

２５円コース

１人 ２５万円

以下の２つの要件を
満たす事業場

・事業場内最低賃金と地
域別最低賃金の差額が
30円以内
・事業場規模100人以下

【事業場内最低賃金
850円未満】
４／５

生産性要件を満たした場合は
９／１０

２～３人 ４０万円
４～６人 ６０万円
７人以上 ８０万円

３０円コース

１人 ３０万円
２～３人 ５０万円

【事業場内最低賃金
850円未満】
４／５

生産性要件を満たした場合は
９／１０

【事業場内最低賃金
850円以上】
３／４

生産性要件を満たした場合は
４／５

４～６人 ７０万円
７人以上 １００万円

６０円コース

１人 ６０万円
２～３人 ９０万円
４～６人 １５０万円
７人以上 ２３０万円

９０円コース

１人 ９０万円
２～３人 １５０万円
４～６人 ２７０万円
７人以上 ４５０万円

（※）25円コースは、事業場内最低賃金が850円未満の事業場のみが対象となりますが、他のコースは
47都道府県が対象となります。

（※）上記コースは、令和２年度予算の成立が前提のため、今後、変更される可能性がありますので、
ご注意ください。

【参考：令和２年度の業務改善助成金について（予定）】
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